
入 札 公 告

次のとおり一般競争に付します。

平成２７年６月１０日

分任支出負担行為担当官

森林技術総合研修所長 瀬戸 宣久

１．競争に付する事項

（１）件 名 第１号 平成２７年度 事務室印刷機用消耗品（単価契約）

（２）予 定 数 量 別紙「仕様書」のとおり

（３）納 入 場 所 森林技術総合研修所（担当職員が指示する場所）

（４）契 約 日 落札決定後７日以内

（５）契 約 期 限 自 契約日 至 平成 ２８年３月３１日（木）

２．競争参加資格

（１） 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）

第７０条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人

であって 、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りで

はない。

（２） 予決令第７１条の規定に該当しない者であること。

（３） 平成２５～２７年度一般競争(指名競争)参加資格(全省庁統一資格)の『物品の

販売』においてＡ、Ｂ、ＣまたはＤの等級に登録されており、関東・甲信越地域

の競争参加資格を有する者であること。

（４） 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止

等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。

（５） この一般競争に参加を希望する者は、本公告等に記載された資格等を満たして

いると認められる証明書類を入札開始時刻の１５分前までに６の(１ )に示す場所

に提出しなければならない。

３．入札の方法

（１） 入札箱に全物件入札するので、入札書は物件番号･名称を明瞭に記載すること。

（２） 入札金額は契約単価に予定数量を乗じた額を記入する。

（３） 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の８％に相当



する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税にか

かる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１０８

分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

４．契約条項を示す場所、入札資料を交付する場所及び日時

（１） 場 所 森林技術総合研修所 総務課 代表：TEL 042-661-7121

（２） 日 時 平成２７年６月１０日（水）～平成２７年６月２５日（木）

（ただし、行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）

第１条１項各号に掲げる行政機関の休日を除く。）

午前９時～午後５時（ただし、正午～午後１時を除く。）

※当所ホームページ上に入札公告及び入札資料を全て掲載するので、

ダウンロードすることができる。

５．仕様書等に対する質問

（１） 内訳書等に対する質問がある場合においては、次により書面又は FAXで提出す

ること。

① 受領期限：平成２７年６月１７日（水） 午後５時まで

持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前９時～午後５時まで。

（ただし、正午～午後１時を除く。）

② 提出場所：〒１９３－８５７０ 東京都八王子市廿里町１８３３－９４

森林技術総合研修所 総務課会計係 TEL 042-661-7121

③ 提出方法：書面の持参又は郵送による（様式自由）。郵送による場合は、受領

期限必着とする。

（２） （１）の質問に対する回答は、書面により行う。また、（１）の質問及び回答

書は次のとおり閲覧に供する。

① 閲覧期間：平成２７年６月１８日（木）～平成２７年６月２５日（木）までの

午前９時から午後５時まで。

② 閲覧場所：（１）の②及び当所ホームページ。

６．入札、開札の場所及び日時

（１） 場 所 東京都八王子市廿里町１８３３－９４ 森林技術総合研修所第１教室

（２） 日 時 平成２７年６月２６日（水）午後２時００分入札開始。締切後直ち

に開札する。

郵便入札を認める。なお、郵便入札を行うときは、平成２７年６月２５日（木）

午後５時まで森林技術総合研修所総務課会計係あてに入札書が到着するように、

郵便（書留郵便に限る）で差し出すこと。

ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度

の入札には参加できない。



※郵送先 〒193-8570 東京都八王子市廿里町１８３３－９４

森林技術総合研修所 総務課 会計係

※郵便による入札書は、封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名（法人の場合はその

名称又は商号）及び「何月何日開札、（物件番号・調達案件名）の入札書在中」と記

した上で外封筒に入れて投函すること。

また、外封筒の封皮にも「何月何日開札、（物件番号・調達案件名）の入札書在中」

と記すこと。

※本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出す

る場合は外封筒に同封すること。

７．入札の無効

本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の行った入札及び入札に関する条件

に違反した入札は無効とする。

８．入札保証金及び契約保証金

免除する。

９．落札者の決定方法

予決令第７９条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって

有効な入札を行った者を落札者とする。

10. 契約に当たっては、契約書を作成するものとする。

11. その他本公告に記載のない事項については仕様書、入札心得及び契約書（案）による。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持

規程(平成 19年農林水産省訓令第22号 )が制定されました。この規程に基づき、第三者

から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀

保持対策を実施しています。

詳しくは、森林技術総合研修所（http://www.rinya.maff.go.jp/j/kensyuu/kensyu

uu_zyo.html）をご覧下さい。


